








 4

 
第３章 業務仕様 

 
１．作業内容 
（１）図面上の地下タンクから、建屋外に設置している、地下タンク～Ｕ字溝内～給油 

口ＢＯＸ、Ｕ字溝内～自家発に至るまでの燃料配管、通気管（燃料用１か所）、ロー

リーアースＢＯＸ（さび落とし）、給油ＢＯＸ（錆落とし）、液面指示計のケレン、

塗装を行うこと 
場所 燃料配管 

 
※色は 

赤系統 

通気管 
燃料タンク用１箇所 
※色は 

ベージュ系 
（壁の色に近いもの） 

ローリーアー

スと 
給油口 BOX 

液面指示計 
 
※色は 
グレー系 

宮の沢変電所 錆落とし 
塗装 

錆落とし、塗装  錆落とし 
塗装 

東札幌変電所 錆落とし 
塗装 

塗装 (地下タンク用は

一部 PLS 管) 
  

月寒変電所 錆落とし 
塗装 

錆落とし、塗装 錆落とし 錆落とし 
塗装 

※各種の塗装色については、局担当者に色見本を見せて、承諾を得ること。 
 

（２）塗装 
①ＲＣ種（ケレン） 
②素地調整軽減剤（下塗り） 
③弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（下塗り） 
④１液形ウレタン樹脂塗料（２回塗り） 

  
（３）作業面積 

場所 配管長さ 
宮の沢自家発 １１４．８５ｍ 
東札幌自家発  ７３．００ｍ 
月寒自家発 ８７．８０ｍ 

 
（４）配管材質 

 燃料配管 通気管 
宮の沢変電所 ＳＧＰ配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ配管用炭素鋼鋼管 
東札幌変電所 ＳＧＰ配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ配管用炭素鋼鋼管 

（一部、ＰＬＳポリエチレン被膜鋼管） 
月寒変電所 ＳＧＰ配管用炭素鋼鋼管 ＳＧＰ配管用炭素鋼鋼管 

 



 5

 
（５）燃料配管平面図と地下タンク詳細図 
 ①宮の沢自家発燃料配管平面図１－１ 
 ②宮の沢自家発燃料配管平面図１－２ 
 ③宮の沢自家発燃料配管平面図２－１ 
 ④宮の沢自家発燃料配管平面図２－２ 
 ⑤宮の沢自家発地下タンク詳細図１ 
 ⑥宮の沢自家発地下タンク詳細図２ 
 ⑦宮の沢自家発地下タンク詳細図３ 
 ⑧宮の沢自家発地下タンク詳細図４ 
 ⑨東札幌自家発燃料配管平面図１ 
 ⑩東札幌自家発燃料配管平面図２ 
 ⑪東札幌自家発燃料配管平面図３ 
 ⑫東札幌自家発地下タンク詳細図１ 
 ⑬東札幌自家発地下タンク詳細図２ 
 ⑭東札幌自家発地下タンク詳細図３ 
 ⑮東札幌自家発地下タンク詳細図４ 
 ⑯月寒自家発燃料配管平面図１－１ 
 ⑰月寒自家発燃料配管平面図１－２ 
 ⑱月寒自家発燃料配管平面図１－３ 
 ⑲月寒自家発燃料配管平面図２   
 ⑳月寒自家発地下タンク詳細図１  
 ㉑月寒自家発地下タンク詳細図２ 
 ㉒月寒自家発地下タンク詳細図３ 
 ㉓参考写真 
 
２．作業上の注意 

（１）現場管理 
    業務主任が責任者となり、関係法令に従って事故の防止に努めること。公害・ 

災害の発生の恐れがある場合は、委託者と協議し処置すること。また、塗装対象が

自家発電設備であることを十分認識し、燃料配管損傷により自家発起動に支障をき

たさないよう注意すること。 
 （２）塗装を要しない箇所は事前に養生し、塗装完了後は完全に取り除くこと。また、 

雨及び騒音、機器周辺及び他の機器、付近の駐車場、建物等、周辺に塗料が飛散し

ないよう必要な養生（ネット等）を施すこと。 
※特に民家隣接の宮の沢変電所とカーリング場が近接の月寒変電所は、注意するこ

と。 
（３）トラック等大型貨物による工事用資材の輸送に当たっては、スクールゾーン等、 

学童、人命等に影響を及ぼさないように注意すること。また、振動、騒音、ほこり 
対策に万全を期すこと。 
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（４）業務に先立ち、施設管理担当者と充分協議の上、承諾を得てから作業に入る 

こと。 
（５）受注者は、安全施工を図り、公衆災害を防止するため、「建築工事安全施工技術 

指針」及び「建設工事公衆災害防止対策要綱」を遵守しなければならない。 
また有毒ガスまたは、引火性ガス発生のおそれがある場合は安全を確認し作業 

をおこなうこと。 
（６）安全データシート（SDS）を用意して現場で確認できるようにすること。 
（７）塗装に使用する建設機械等は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規 

   定」に基づく指定された機械を使用すること。 
    ディーゼルエンジン（エンジン出力 7.5KＷ以上 260KW 以下）を搭載した発動 

発電機（可搬式、溶接兼用を含む）、空気圧縮機（可搬式）を使用する場合は、 
国土交通省「排ガス対策型建設機械指定要領」に基づき指定された排出ガス対 
策型建設機械、及び平成 7 年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス 
浄化装置の開発」、また、これと同等の開発目的で実施された民間開発建設技術 
の技術審査・証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械 
を使用すること。また、監督職員の確認を受けるとともに代理人は施工現場にて 
写真撮影を行い、監督職員に提出すること。 
 

３．作業時間 
  実施時間については、担当者と打ち合わせの上、決定することとする。 
  特に民家の隣接する宮の沢変電所については、考慮すること。 
 
４．担当者 
  札幌市交通局高速電車部電気課電力係 
  田岡 信正 電話８９６－２７３１ 
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１ 適用範囲 

  本仕様書は、札幌市高速電車電気設備の保守業務委託に適用する。 

２ 保守の範囲 

  保守する設備の範囲並びに詳細については、特記仕様書に示された範囲とする。 

３ 適用諸規程及び基準等 

  保守に際しては、次の規程、要領、法律等に準用するものとする。 

（１） 札幌市鉄道事業安全管理規程 

（２） 高速電車施設及び車両に係る業務の委託に関する要領 

（３） 高速電車各種保安規程,実施基準,整備心得等 

（４） 作業認定者の取扱要領 

（５） 鉄道事業法 

（６） 電気事業法 

（７） 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 

（８） 電気設備の技術基準 

（９） 電波法 

（１０）消防法 

（１１）労働安全衛生法 

（１２）その他関連法規類 

４ 提出書類 

  受託者は、契約締結後、次に掲げる書類を指定期限内に委託者担当係へ提出し、

委託者の承諾を得なければならない。なお(1)～(4)項の変更時には速やかに変更届

を提出し、委託者の承諾を得ること。 

書  類 期   限 
部

数
備  考 

(1) 業務着手届 着手日と同日 ２

業務着手届の余白部分に所管労働基

準監督署からの「保険関係成立済」

の押印を受けること。または、契約

日から遡及して１年以内の受付印及

び領収印が押印されている保険関係

成立届、年度更新申告書等の法定様

式控え等を添付すること。 

(2) 保守業務組織表 着手日と同日 ２

(3) 業務主任経歴書 着手日と同日 ２

(4) 保守業務要員名簿 着手日と同日 ２ 経験年数を記載 

(5) 緊急連絡表 着手日と同日 ２

(6) 安全衛生管理体制表 着手日と同日 ２ 労働安全衛生法に基づく 

(7) 作業計画表 
原則として作業実施

月の前月 15 日まで 
２ 年間計画表は 4 月 

(8) 作業実施報告書 速やかに １
特記仕様書に指定がある場合は、特

記仕様書による 

(9) 業務完了届 完了時 １ 通年業務委託については、支払い毎 
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５ 作業日 

  作業日については、特記仕様書に指定がない場合は契約締結後、委託者と受託者

が協議して決めるものとするが、最終決定は委託者が行うものとする。また，これ

に基づき作業計画表を作成するものとする。 

６ 検 査 

（１） 受託者は作業実施報告書を提出して委託者の承諾を得なければならない。 

（２） 上記(1)号により、不具合が指摘された場合は、委託者の指定期日までに手直

しを行い、検査を受けるものとする。 

７ 損害の補償 

     受託者は作業中の過失により委託者及び第三者の施設・装置等に損害を与えた場

合、ただちに委託者に申し出るとともに受託者の責任においてすみやかに補償復旧

するものとする。 

  受託者の申し出がなく、後日この事実が認められた場合も同様とする。 

８ 保 証 

  受託者が作業完了後、当該施設及び装置に障害が発生し、その原因が受託者側の

作業上のミスに起因する場合、または、委託者制定の整備基準に従って正しく作業

しなかったためと委託者が判断した場合は、受託者は委託者の指示に従い無償にて

修理復旧するものとする。 

９ 貸与品の管理 

（１） 受託者は、委託者より保守用部品、機材、予備品及び測定器等の支給並びに貸

与を受け、また、返却する場合は、委託者と必要手続きを確実に行うものとす

る。また、貸与物品は、借用当事者が自主管理し、かつ返却することを原則と

する。 

（２） 貸与品を長期間にわたり受ける場合は、受託者はその管理責任者を定めて管理

に万全を期すものとする。 

（３） 交換済の旧部品は、委託者の指示なき場合、全てを委託者に返品するものとす

る。 

１０ 緊急事態発生時の処理 

 本契約の当該施設及び装置に万一、突発故障等が発生した場合、委託者の連絡要

請に対し、直ちに出動し、委託者に協力して応急処置を行うこと。 

 障害原因が第８項に該当しないときも同様の処理方法とするが、この場合の契約

は、特記仕様書に規定なきものについては別途行うものとする。 

１１ 作業の管理 

   受託者（作業者）は、作業にあたり関係諸法令を遵守し、次記項目を厳守する

こと。 

（１） 作業日ごとの詳細作業計画及び作業者名簿を事前に委託者へ提出すること。 

（２） 作業者は、その所属を容易に識別できる服装・名札・腕章等を着用すること。

なお、腕章については、委託者より貸与する。 

（３） 作業者は、受託者が発行した身分証明書を携帯すること。 

（４） 作業者は、現場での火災・盗難・その他事故防止につとめ、作業終了時には現

場清掃及び諸用具類の撤去を確実に行い、万一にも委託者の地下鉄運行に支障

を与えないこと。 



3 

（５） 作業者は、関係なき施設、場所等に委託者の許可なくして入らぬこと。なお、

騒音・塵埃を発生する作業については、事前に委託者の許可を得ること。 

１２  安全教育 

  受託者は、作業者に対して、業務に関する安全・衛生のための教育を、行うも

のとする。 

１３ 安全管理規程の遵守 

（１） 受託者は安全第一の意識を持って、札幌市鉄道事業安全管理規程で定める事項

を遵守するとともに、輸送の安全を確保するために社内体制を整備し、業務従

事者にはこれを徹底すること。 

（２） 受託者は、委託者の輸送事業に係る安全管理体制に積極的に協力をするととも

に、輸送の安全を確保するため、委託者との密接な連携を図ること。 

１４ 法令遵守（コンプライアンス）の徹底 

   受託業務の実施にあたっては、法令違反または不適切行為を防止するため、法

令及び作業ルール等の遵守を徹底すること。 

１５  札幌市環境マネジメントシステムの運用への協力

（１）受託者は、作業に従事する者へ本市の「環境方針」（別添）を周知し、本市の 

   環境配慮に対する取り組みについて理解させること。

（２）受託者は、本市環境マネジメントシステムに合致する形で遂行すること。

１６ 疑 義 

   本仕様書において、疑義が生じた事項については、委託者と事前に協議し、保

守に遺漏のなきこと。 





宮の沢自家発
燃料配管平面図
１－１

ケレンによる錆落とし・塗装対象
　地下タンク側Ｕ字溝～Ｕ字溝内～本体側外壁まで
燃料配管塗装色は、赤系色のこと



宮の沢自家発
燃料配管平面図
１－２

ケレンによる錆落とし・塗装対象
　地下タンク側Ｕ字溝～Ｕ字溝内～本体側外壁まで
燃料配管塗装色は、赤系色のこと

自家発
本体



宮の沢自家発
燃料配管平面図
２－１



宮の沢自家発
燃料配管平面図
２－２

ケレンによる錆落とし・塗装対象
　地下タンク側Ｕ字溝～Ｕ字溝内～本体側外壁まで
燃料配管塗装色は、赤系色のこと
給油口ＢＯＸ内の燃料配管も錆落とし・塗装すること



宮の沢自家発
地下タンク詳細図１



宮の沢自家発
地下タンク詳細図２



宮の沢自家発
地下タンク詳細図３



宮の沢自家発
地下タンク詳細図４



東札幌自家発
燃料配管平面図１

ケレンによる錆落とし・塗装対象
　地下タンク側Ｕ字溝～Ｕ字溝内～本体側外壁まで
燃料配管塗装色は、赤系色のこと



東札幌自家発
燃料配管平面図２



東札幌自家発
燃料配管平面図３

ケレンによる錆落とし・塗装対象
　地下タンク側Ｕ字溝～Ｕ字溝内～本体側外壁まで
燃料配管塗装色は、赤系色のこと
給油口ＢＯＸ内の燃料配管も錆落とし・塗装すること



東札幌自家発
地下タンク詳細図１



東札幌自家発
地下タンク詳細図２



東札幌自家発
地下タンク詳細図３



東札幌自家発
地下タンク詳細図４



月寒自家発
燃料配管平面図１－１



ケレンによる錆落とし
塗装対象
　地下タンク側Ｕ字溝～
　Ｕ字溝内～本体側外壁
　Ｕ字溝内から給油口ＢＯＸ
燃料配管塗装色は、赤系色
のこと
給油口ＢＯＸ内の
燃料配管も錆落とし
塗装すること

月寒自家発
燃料配管平面図１－２



月寒自家発
燃料配管平面図１－３



月寒自家発
燃料配管平面図２　　

ケレンによる錆落とし
塗装対象
　地下タンク側Ｕ字溝～
　Ｕ字溝内～本体側外壁まで
　Ｕ字溝内から給油口ＢＯＸ内
燃料配管塗装色は、赤系色
のこと
給油口ＢＯＸ内の
燃料配管も錆落とし
塗装すること液面表示計も錆落とし
塗装グレー系



月寒自家発
地下タンク詳細図１



月寒自家発
地下タンク詳細図２

ケレン錆落とし・塗装対象
マンホール内　グレー系色
燃料配管　赤系



月寒自家発
地下タンク詳細図３



参考写真 
１．宮の沢変電所地下タンク 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



参考写真 
２．東札幌変電所 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 

 



参考写真 
３．月寒変電所 

 



 



 

 
 



 
 
 



 

 
 
 



 



 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２４電業　第Ａ－１７　　　号

札幌市交通局高速電車部電気課

宮の沢変電所他自家発用地下タンク修理

令和６年５月

積算内訳書



宮の沢変電所　札幌市西区発寒６条１１丁目

東札幌変電所　札幌市白石区菊水３条５丁目

月寒変電所　　札幌市豊平区月寒東１条８丁目

　

　業　務　価　格 金 円也

　消費税相当額 金 円也

　２．業　　務　　場　　所

業　務　内　容　説　明　書

　１．業　　務　　名　　称      　　　　宮の沢変電所他自家発用地下タンク修理

円也

（内　　　　　　　　　訳）

金　３．委　　託　　費　　総　　額

　６．備　　考 　本業務委託仕様書ならびに札幌市高速電車電気設備保守業務委託共通仕様書を準拠して行うこと。

　４．業　務　期　間 　契約書に示す着手の日から令和７年3月2１日（金）まで

　本業務は、宮の沢・東札幌・月寒変電所に設備された非常用自家発電装置の燃料地下タンクの修理を行うもの
である。

　５．業　　務　　概　　要



１／１

名　称 仕　様 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

宮の沢変電所他自家発用地下タンク修理

消費税相当額

合計

宮の沢変電所他自家発用地下タンク修理　積算内訳書
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名　称 仕　様 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

1.宮の沢変電所

　１）自家発配管 ｍ 114.85

　２）自家発マンホール 箇所 2

　３）自家発配管（通気管） 本 1

２．東札幌変電所

　１）自家発配管 ｍ 73.0

　２）自家発マンホール 箇所 2

　３）自家発配管（通気管） 本 1

３．月寒変電所

　１）自家発配管 ｍ 87.8

　２）自家発マンホール 箇所 2

　３）自家発配管（通気管） 本 1

　４）給油口 箇所 1

　５）ローリーアースBOX 箇所 1

　６）液面表示器 箇所 1

４．計

５．直接物品費 式 1

６．直接業務費 式 1

７．業務管理費 式 1

８．一般管理費 式 1

９．計

宮の沢変電所他自家発用地下タンク修理　積算内訳書


